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担当省庁（省
庁名のみ記

載）
担当部署 根拠法令など 対応 実施時期

スケ
ジュール

根拠法令や規制の趣旨
担当省庁の見解（自治体の提案を実施した場合の社会的弊害、考え得る代替措置や対応策等を含
む）

総合
特区名

提案事項名
整理
番号

提案事項の具体的内容 政策課題 根拠法令 回数

                                                                                                                          担当省庁の見解担当省庁の見解記入欄

【Ａ－１：指定自治体の提案どおり総合特区で実施　Ａ－２：全国展開で実施　Ｂ：条件を提示して実施　Ｃ：代替案の提示　Ｄ：現行法令等で対応可能　Ｅ：対応しない　Ｆ：各省が今後検討　Ｚ：指定自治体が検討】

次世代自動
車・スマート
エネルギー
特区

原動機を用いる
自転車の基準
の要件緩和

２回
目

　自転車として安全かつ円滑に通行
するという観点から、一般の自転車と
運転特性等が同一とされる程度の補
助力の基準について定めたもの。

　御提案については、実務者レベルの打合せの結果、具体的な取組内容、その取組内容に係る課
題等について、さいたま市において整理することとなったものと認識しております。

警察庁
警察庁
交通企画課

道路交通法施行
規則
第１条の３

Z ― ―
１回
目

1781

道路交通法施行規則の人の力を補うため原動機を
用いる自転車の基準に関し、原動機が人の力を補う
比率に一定出力以下の原動機を用いた場合、一定
速度に達するまでの間は、人の力を零とする比率を
追加する。
なお 、規制緩和に伴う新たな安全措置に関しては、
最高速度20キロ未満の原動機つき自転車に準拠し
た車両の安全基準の整備、などを検討する。

【提案する条文】
・道路交通法施行規則 第一条の三
 ロに２項として、下記条文を追加
ロ-二　ただし、定格出力〇．二五キロワットの原動
機を用いた自転車においては二十キロメートル毎時
未満の速度において、原動機の出力と人の力の割
合を一対〇とする。

誰もが自由に移動できる「人にやさしく快適な
低炭素型の都市」の構築

○交通・環境面から近距離移動に自動車を利
用する方をより低炭素なモビリティに誘導・転
換を図るため、環境・利便性にすぐれたモビリ
ティが必要。

○人口減少、超高齢社会の到来を踏まえ、子
育て世代や高齢者など、交通弱者の外出機会
を確保するため、移動手段のニーズに新たに
対応するモビリティが必要。

○フル電動自転車を利用する方の安全性だけ
でなく、歩行者や自動車と共存する誰もが安全
に利用できる環境整備が必要。

道路交通法施行規則
第一条の三
（人の力を補うため原
動機を用いる自転車
の基準）
ロ　二十四キロメート
ル毎時未満の速度で
自転車を走行させる
こととなる場合におい
て、人の力に対する
原動機を用いて人の
力を補う力の比率が、
（１）又は（２）に掲げる
速度の区分に応じそ
れぞれ（１）又は（２）
に定める数値以下で
あること。
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総合
特区名

提案事項名
整理
番号

次世代自動
車・スマート
エネルギー
特区

原動機を用いる
自転車の基準
の要件緩和

1781

対応 理由等 内閣府コメント 内閣府整理（ⅰ～ⅵ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内閣府整理

【ⅰ）取組を実現するため、法令等の措置を行うことについて国と地方で合意に至ったもの  ⅱ）取組を実現するため、法令等の措置を行うと
いう方向性について合意に至り、一部条件等を詰めるための協議を継続するもの  ⅲ）現行制度においても取組の実現が可能であることに
ついて国と地方で合意に至ったもの  ⅳ）自治体は省庁から提示された見解を受け入れたが、必要が生じた場合に改めて協議を行うもの
ⅴ）一旦協議を終了し、再提案に向けて提案者側で再検討を行うもの  ⅵ）国と地方の間に見解の相違があり、合意に至らなかったもの】

                      　指定自治体の回答

【ａ：了解　ｂ：条件付き了解　ｃ：受け入れらない　ｄ：その他】

ⅴａ 　担当省庁からの意見を踏まえ、最終目的に向けた段階的プラン、課題等の見直しと再整理をする。なお、熟度が上がった段階で、再度協議をお願いしたい。
　要望の実現に向けて、自治体は最終目的に向けた段階的プラン・課題等の見直しを再整理することが必要。一
旦協議は終了するが、整理した上で、秋以降に関係府省庁と必要に応じて協議を行うこと。


